
 

令和 4年(2022年)11月 4日 

 

  

第 360号 

令和 4年(2022年) 

11月 4日 

金曜日 

目 次 

告示 
○ 救急病院等の申出の撤回（医療整備課） 

○ 救急病院等の申出（医療整備課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 朝霞都市計画土地区画整理事業の都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧（市街地整備

課） 

○ 県道ふじみ野朝霞線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道花園本庄線の区域の変更（本庄県土整備事務所） 

○ 県道花園本庄線の供用の開始（本庄県土整備事務所） 

○ 建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の位置の指定（熊谷建築安全センター） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
三
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
た

め
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
撤
回
日
を
も
っ
て
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

    

医
療
法
人
三
愛
会
三
愛
会
総

合
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
三
丁
目
七
番
十

七
号 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

令

和

四

年

十

月
三
十
一
日 

 

撤
回
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
四
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
令
和
四
年
十
一
月
一
日
に
認
定
し
、
そ
の

有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

        

                   

三
愛
会
総
合
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
三
郷
市
彦
成
二
丁
目
三
百
四

十
二
番 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

令

和

七

年

九

月
二
日  

有
効
期
限 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

草
加
市
柿
木
町
、
八
潮
市
南
川
崎
か
ら
木
曽
根 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
九
月
十
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

狭
山
市
堀
兼
地
内 

外 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
四
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
八
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係

る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

ふ
じ
み
野
朝
霞
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧
新
別 

ふ
じ
み
野
市
苗
間
字
神
明
前
二
五

一
番
六
地
先
か
ら
同
市
苗
間
字
神

明
前
三
七
二
番
一
〇
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

一
四
・
九
〇
～ 

四
二
・
六
〇 

一
四
・
九
〇
～ 

 
 

 

一
九
・
四
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
八
・
七
八 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

ふ
じ
み
野
朝
霞
線
及
び
ふ
じ
み
野
市
道

道
路
整
備
事
業
に
よ
る 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

花
園
本
庄
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

本
庄
市
栗
崎
字
古
川
端
一
一
四
九
番
一

地
先
か
ら
同
市
栗
崎
字
東
一
三
七
六
番

一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
五
・
〇
〇 

～ 

一
〇
三
・
〇
四 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

六
二
〇
・
六
二 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
築
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

木 

村 

和 

正 
 

 
 

     



  
花
園
本
庄
線 

路 
 

線 
 

名 

本
庄
市
栗
崎
字
古
川
端
一
一
六
五
番
一
地

先
か
ら
同
市
栗
崎
字
前
河
原
一
二
三
一
番

三
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

令
和
二
年
五
月
十
二
日
付
け
埼

玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
五
号
及
び
令
和
四
年
十

一
月
四
日
付
け
埼
玉
県
本
庄
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号

で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の

供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
一
四

〇
・
四
二
メ
ー
ト
ル 

備  

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

矢 

部 

政 

実 



  

第

秩

‐

二

号 指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

令
和
四
年
十
月
二
十

八
日 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
字
下
原
千
三
百
番

七
、
千
三
百
一
番
二
十
四 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
四
・
六
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
二
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
七
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
九
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
令
和
四
年
十
二
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 
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